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様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

会 議 の 名 称  平成２９年度第３回吉川市介護福祉推進協議会 

開 催 日 時 平成２９年１２月１９日（火） 
午後７時から 

午後８時４０分まで 

開 催 場 所  吉川市役所 ２０１会議室 

出席委員(者 )氏名 

堀田聰子委員、相羽直人委員、戸張英男委員、中里繁守委

員、川尻詠子委員、村岡礼子委員、飯田大輔委員、酒井一

男委員、浅見文男委員、近江谷キヌ子委員 

欠席委員(者 )氏名  なし 

担当課職員職氏名 

健康長寿部   部長          鈴木 昇 

長寿支援課   課長          櫻井 敬雄 

 課長補佐兼高齢福祉係長 大瀧 和寛 

課長補佐兼介護給付係長 石塚 晶則 

介護認定係長      中村 久美 

高齢福祉係主査     木村 みのり 

会議次第と会議の 

公開又は非公開の別 

（１） 第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素

案）について 

（２） その他 

 

非公開の理由(会議を

非 公 開 に し た 場 合 ) 
  

傍 聴 者 の 数 ０名 

会 議 資 料 の 名 称 

第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画素案 

第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画素案 概要版  

 

会議録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 □録音機器を使用した要点記録 

 ■要点記録 
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会議録確認指定者  中里繁守委員、近江谷キヌ子委員 

その他の必要事項  なし 

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

堀田会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

堀田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 

それでは、定刻となりましたのでただいまから、平成２９年度第３回

吉川市介護福祉推進協議会を開催させていただきます。ただいまの出席

委員は１０名中１０名でございます。過半数に達しておりますので協議

会が成立することをご報告申し上げます。それでは早速ではございます

が会議を始めるにあたりまして、堀田会長より一言御挨拶いただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

皆さんこんばんは、第３回ということで皆様の議論、それからこちら

で行われていたアンケートなど様々な素材を踏まえて、この素案をまと

めていただいているということで、今日、できるだけ皆様のご意見を集

約して、これをある程度の形にしていきたいということだと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。それでは早速ではございますが、議事の方に

入らせていただければと思います。ここからの進行につきましては、堀

田会長にお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

(１)第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（素案）について 

 

よろしくお願いします。今回も本会議の傍聴を許可したいと考えてお

りますが、よろしいでしょうか。傍聴希望者は都合により５人といらっ

しゃいます。よろしいでしょうか。それでは本会議の傍聴を可能としま

す。次に本委員会の議事録署名委員を選出させていただきます。恐縮で

はありあすが指名させていただいてもよろしいでしょうか。それでは議

事録署名委員を中里委員、それから近江谷委員にお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次第の通りに進めさせ

ていただきます。まず、事務局の方から資料の確認と第７期吉川市高齢
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事務局 

 

堀田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀田会長 

 

者福祉計画、介護保険事業計画素案についてのご説明をいただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

 (資料説明)  

 

ありがとうございます。それでは事前にご覧くださったかもしれませ

んけれども、今ご説明いただいた資料についてご質問があればお願いい

たします。基本理念についても全体の議論、その後の意見紹介でお寄せ

くださった方もおられるかと思いますが、今回基本理念とそれを通じて

実現されている地域の理想像ということで、おまとめいただいて、重点

テーマも上げてくださっているという構成になっていますが、まずはご

質問いかがでしょうか。質問が特になければ、基本理念と地域の将来像

のところから、ご意見があればお願いしたいと思います。まず基本理

念、高齢者の幸福実感の実現、そして、地域の理想像ということで、概

要の方だと４行に渡って書いてくださっていますけれども、これについ

てはいかがでしょうか。まだこれは表現など検討中ということで委員の

皆様からのご意見をいただいて、今日文字をある程度固めたらまとめに

かかるということのようですので、基本理念と理想像の所から、表現ぶ

りとかでも結構ですので、ご意見くださいますでしょうか。 

 

概要版の１枚目に強みと弱みとありますが、高い健康意識がありなが

ら、弱みの方は食生活改善、生活習慣病予防が必要、足腰の痛みによる

外出機会の減少ということで、本当に周りを見ましても、健康に関して

は非常に関心が高いのですけれども、そのことについての正確な知識と

言うのか、情報の提供はたくさんテレビ等新聞でもあると思うのですけ

れども、それを正確に知ることと、それから自分にとって必要なのだと

いう意識ということを含めて、実行をされていないので弱みになってし

まいます。健康意識は高いのですけれども、しかしながらそれができて

いないという現実をいつも見ております。基本目標の中に生涯を通じた

社会参加により、自らの健康を維持する、という所に行くわけなのです

けれども、そこら辺が非常に低くて必要であるということを日々実感し

ております。 

 

関心は高いですし、意識はあるのですけれども、なかなか行動に移せ
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江谷委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀田会長 

 

 

 

てないということなので、とりわけこの基本目標１の所で、しっかりと

行動に移せるためにはどうしたらいいのかということが重要だと思いま

す。これは事務局が何らかコメントなさいますか。この計画の中には意

識だけではなくて正しい情報を選択して行動に移すという仕掛けが、潜

り込ませてありますということですが、いかがでしょうか。 

 

市民の関心は高いのですけれども、その情報というのが自分事になっ

ていないということなのかなと考えております。６５ページの方をご覧

いただければと思うのですけれども、分かりやすい健康講座の普及、啓

発など、高齢者向けに講座等は行ってはきているのですが、そこに参加

していただけているのはやはり一部の方なのかなという所も感じている

所です。そういった所から、こちらの方から、人が集まっている所に私

どもが出向いて、そういう健康講座などを合わせて行っていく、そうい

うような取り組みが必要になってくるのかなと考えておりまして、そう

いう取り組みが今後強化をしていきたいという所で、こういうような健

康講座の普及啓発という所を入れさせていただいている所はございま

す。 

 

人が集まっている所というのは具体的にどのような所ですか。 

 

例えば今回私どもですと健康長寿部といってスポーツの部分と言うの

が主になりました。そういう運動に参加している方に合わせて更に健康

に関する講座も行っていくなど、スポーツと健康が一体的に取り組める

ような形でやって行ければと思います。又は、老人福祉センターに取ら

れていきますと、せっかく多くの方がいらっしゃっていますので、そこ

に健康に関するミニ講座みたいなものを合わせていっていくなど、そう

いうような所を今、あと地域型の介護予防教室ということで各自治会さ

んで取り組んでいただいておりますので、そういった所に出向いて健康

講座と言うのを一歩進めていくというようなことを今考えている所でご

ざいます。 

 

ありがとうございます。それに加えて、今まで多くの場合健康という

と直接、食生活とかあるいは運動みたいなことをどう進めるかみたいな

ことが多かった訳ですけれども、何か楽しいことをやっていたら結果と
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相羽委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相羽委員 

 

 

して健康になるというようなことも一つとしても重点テーマの方の１に

共生型健康生きがい作りというのがありますが、資料１の方ですと、５

７ページのカラーの部分、地域共生社会作りに向けた重点テーマの１と

いうことで、共生型健康生きがい作りとなっていますけれども、市民劇

団などの芸術活動や体操などを通じてということで、こういった健康意

識が高くて運動しようとか、介護予防しようなどという意識がそこまで

高くなくても、何か楽しい美しいとかという活動を通じて健康になると

いうような仕掛けにも更に取り組んでいかれようということだと思いま

す。これは何らか補足されますか。重点テーマ１、あるいは市長がな

さったりしますか。 

他にご意見があればいかがでしょうか。まず理念と理想像の所。 

 

地域の理想像の方で高齢者が地域へ集いつながりとあるのですけれど

も、地域で集うというイメージが家の中にいないで外に出ましょうとい

う意味なのか、参加しましょうというような意味合いなのか集うという

ことの意味合いと、あと、地域で集いつながりということでつながりの

部分は（地域でまで、助詞まで書くとちょっと合いませんので、両方つ

なげるのならつながるにつながるのは地域とつながるという言い方の方

が分かりやすいと思うのですけれども。 

 

まず個々としては地域に出ていかない方というのが多くいらっしゃ

る、後は私ども、本年度からやっているようなアクティブシニアの地域

デビューの支援と言うのをやっていて、出るきっかけをつかめない方が

多々いますので、そういった方でもまずは、外に出て行ってほしいとい

う意図で、後はご意見としても、地域に集まりたいという要望も非常に

多く出ていましたので、まずは地域に出て行ってもらう、その地域に出

て行って集まってもらう、みんなで集まってもらう、そこで相互に顔見

知りになってつながってもらって、結果的に予防であったり生きがい作

りであったりという、つながっていってほしいというような意図から、

ここでは地域で集いつながりと言うような形で書かせていただいている

所でございます。 

 

インからアウトにという意味とコミュニティの中に参加しましょう、

集まりましょうという意味ですか。 
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堀田会長 

 

事務局 

 

 

 

堀田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江谷委員 

 

 

 

堀田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

ワーキングの方はいかがですか。表現の方はいかがですか。 

 

おっしゃる通り地域に集いつながりという所で、そのようにした方が

イメージとしては伝わりやすいと思いますので、そういうような形で、

異論がないようでしたら修正をさせていただければと思います。 

 

基本理念は「高齢者の幸福実感の実現」ということで大丈夫でしょう

か、本会議としては初めて出てきたことになりますので、前回理念で皆

さんいろいろ正してくださって、間に事務局から意見紹介をしていただ

いて、それを踏まえて基本理念と理想像ということで、整理してくだ

さった訳ですが、理念の方は高齢者の幸福実感の実現ということでご異

存ないですか。幸福実感と言うのは市全体でも、総合計画に入っている

と思うのです。特にこの地域包括ケア計画は高齢者介護保険事業計画と

いうことで、その中でも高齢者の幸福実感の実現ということを焦点にあ

てたものなのですが、これはこれでよろしいですか。 

 

高齢者の幸福実感というのはどのようにとらえたらいいのか、幸福感

と言うのはそれぞれ違いますし、高齢者の幸福実感と言うのはどういう

ことなのでしょうかと。 

 

ありがとうございます。それは吉川市の上位の所にも幸福実感という

こと自体は入っていて、幸福実感と言うのは特段世界的にどうやって測

るべしと決まっている訳ではないのですけど、そのこと自体に意味を置

いているという背景もあるかもしれないのですけれども、幸福実感とい

うのはどう捉えようとしてらっしゃるか、少しご説明いただけますか。

吉川市で幸福実感ということを全体の計画としてもおかれていて、それ

を特に高齢者もと今回なさった訳ですけれども、幸福実感と言うのをど

ういう意味合いで使ってらっしゃるのか、ご説明いただけるといいかと

思います。 

 

適切な答えができるかわからないですが、今回この幸福実感の実現、

市の意識調査であったり、我々のニーズ調査の中でも、どれくらい幸福

ですかと言うようなことを質問させていただいていて、だいたい幸福か
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堀田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江谷委員 

 

 

 

 

 

堀田会長 

なと言う人も含めれば８割の方が幸福だなと言う風な感じを受けていま

す。ただ、委員の皆様がおっしゃるように幸福感の捉え方と言うのは、

個人個人で違ってきますので、そこを推し量るものは正直ないかと思い

ます。ただ、取り組みを市として基本理念の下に束ねる、施策を取り組

む考え方として、高齢者の皆さんが、人それぞれなので幸福感を測ると

いうことはできないのですが、幸せになってもらえるように取り組みを

進めていきたいというような、一種スローガンという所がありまして、

そこに分かりやすさと下への落とし方という所で今回、少し唐突感は

あったのですが、高齢者の幸福実感の実現と言う形を、まず、理念とし

ておかせていただいて、今までご意見としていただいていた、高齢者が

うんぬんかんぬんというものであったり、自助力とか言う言葉というの

がより具体的に幸福感が実現された姿がこの理想像なのではないかと、

双方セットで考えていただいて、今回こういった物をご提案させていた

だきましたので、考え方としては取り組むに当たっての基本的な考え方

を示すものということで、測るものは正直ありません。 

 

この幸福実感というのは、とても特徴的な捉え方だなと思います。そ

れぞれの幸福感の構成要素はそれぞれ人によって違いますので、実は幸

福に関わる指標みたいなものも、様々存在しますものの、じゃあその指

標が高まったら、それぞれの幸せの実感が高まったと言えるかというと

必ずしもそうではないと言う所があって、高齢者の幸福というのはこう

いう構成要素からなっているのですよと、それぞれをどうこうしようと

いうことよりも人にとってのそれぞれの幸福を成している構成要素はい

ろいろなのですけど、それをトータルで見た、それぞれの一人称での実

感がどう変わったかということを焦点を置いてらっしゃるという意味合

いなのですよね。これはなかなか面白い考え方だなと思いながらいると

ころですが。今の事務局の答えでお答えになっていますか。 

 

その次に地域の理想像がありますが、これが満たされると幸福実感の

実現にもなるのかなと言う風に見ていたのです。人は誰かと集まった

り、一緒にいることがつながったりすることが幸福になる、一つの要素

でもありますので、これを見ていたら下とつながったものがありまし

た。 
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相羽委員 

 

 

 

 

 

 

 

堀田会長 

 

 

相羽委員 

 

 

 

 

堀田会長 

 

 

 

 

村岡委員 

 

 

中里委員 

 

 

 

堀田会長 

 

 

事務局 

他の委員の方はいかがでしょうか、この理念とそれを通じて実現され

ていることが、期待されている理想像みたいなものの所。 

 

地域へ集い、と言われると高齢者がどこかで固まって集まってみたい

なイメージに見えてしまうこともありますし、外に出ていてほしいので

すよ、他の人たちとつながってほしいのですよということを別の言い方

でも言えないかなというのが、この場ではすぐに結論は出ないと思うの

ですけど。高齢者の地域そのものですので、家にいたら地域の人ではな

いのかみたいになってしまうことも、そういう見方をされる人もいるか

もしれないので、もう少しないかなと思います。 

 

出て行かなといけないのではないかと言う感じに取られるということ

ですか。 

 

高齢者グループがいっぱい見えるように見えてしまうのと、地域とつ

ながると言っても、つながってない方がいらっしゃるからそういうこと

になるのですけれども、元々地域の構成員の方ですから、私はつながっ

てないのみたいなことを言われても嫌だなと。 

 

文言を一言一句はできないと思いますので、何らかの皆さんのコメン

トを違和感、賛成どちらでも結構ですので、ここで吐き出していただい

て、後は引き取っていただければと思いますが、他の方々いかがでしょ

う。 

 

地域の理想像のところで、地域という言葉がいくつも出てきて、これ

はもう少しきれいにならないのかなと感じました。 

 

基本理念という言葉が３つくらい出てくるのですけど、基本理念とい

う文言、最初の吉川市地域包括ケア計画から始まって、その文言の中に

基本理念、基本理念、基本理念と３つくらい中に文言が出ています。 

 

これは第５次吉川市総合振興計画の基本理念と、現計画の基本理念と

言うのは何なのでしょうか、それは第６期のことですか。 
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堀田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川尻委員 

 

 

 

 

堀田会長 

 

 

浅見委員 

 

 

堀田会長 

 

 

 

近江谷委員 

 

わかりやすく整理はさせていただきます。 

 

基本理念は高齢者の幸福実感実現でよろしいのではないかと思うので

すけど、地域の理想像の所は結果として高齢者の幸福実感の実現にもつ

ながっているということで、この後議題となる重点テーマとかを見ます

と、地域共生、世代を超えて、領域を超えてみたいな所も、大分意識を

しているので、地域の理想像の中に明示的に高齢者がというふうに入れ

なくておいいのではないかと思ったりします。例えば、集い、つなが

り、愛着が育まれ誰もが地域の一員として役割と居場所を持ち生涯活躍

する地域と、生涯活躍するという中に高齢者も大分織り込まれているの

かなと言うような気がしますので、高齢者と言う言葉を地域の理想像の

中に入れるのか入れないのかというのは、入れなくても生涯活躍があれ

ば織り込まれていて、かつこの重点テーマが共生という所ですと、あえ

て入れなくてもいいのではないかと思ったりもしました。これは皆さん

のご意見、私が言ったからどうこうという訳ではなく、一委員としての

意見ですので、皆さんこれは地域の理想像、高齢者というのが入った方

がいいか、入らなくてもいいかというのはどうでしょうか。 

 

私もここの高齢者がということが少し気になりました。高齢者の計画

だから入るものなのかなと思ったのですけれども、地域の理想像とする

のであれば、別に高齢者のための地域という訳ではありませんので、な

くてもいいのかなと思いました。 

 

高齢者がと言うのが、高齢者と言うのが地域の理想像の中にも入って

いた方が絶対にいいぞという方はいらっしゃいますか。 

 

健康な人もたくさんいますので、一員として、担い手という意味から

私はいい気がします。 

 

そうすると、生涯活躍するというのが入っていたとしても高齢者と言

う文字を地域の理想像にも入れておいた方がいいのではないかというこ

とですね。 

 

この資料が送られてきて、少し目を通したときに、ふっと浮かんだこ
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とが、高齢者と言うのは点ではなくて、子どものときから青年期、壮年

期を経て、高齢者になってきていますので、あまりライフステージが更

年期なのですけれども、資料の中にも障害者とか子どもなどというのが

入っていますけれどもそういうふうに捉えると、高齢者として特定しな

くても、ずっと線上で、線の中で人は生きていますので、そういうとら

え方でよろしいのかなと言う風にこの資料をみてふと浮かんできまし

た。 

 

特に反対するものではないのですけれども、高齢者の計画ですので、

一人称の主語が高齢者になっても違和感はないのではないかと思いま

す。吉川市として市民の理想像にあえて入れるということがあってもい

いのかなと思います。 

 

これは明確に入れるか入れないか決着をつけたほうがいいでしょう

か。 

 

お任せいただけるのであればそれで。 

 

後は市の方針もあるでしょうから、この辺で中身の方に入りたいと思

います。まずは全体の構造として基本目標が、３つあっていて、そして

地域共生社会の実現に向けた重点テーマということで、またそこに重点

テーマが３つ上がっているというような構成になっています。重点テー

マの方は、施策の方向性の中に含まれている物を押し出していただいて

いるというような位置づけだと思いますが、基本目標と施策の方向性、

それから重点テーマの取り出し方について、内容で言いますと、この見

開きの部分の所ですけれども、この文全体について、次はご意見があれ

ばお願いいたします。 

 

重点テーマが３つ出されていて、上の２つについては何となくイメー

ジが分かる、この３番の対応する相談体制、検討するのが重点テーマと

いうのが少し微妙と言うか、３年間検討して終わってしまうのか、みた

いな。 

 

なかなか突っ込んでおりますが、検討でとどまって良いのか、それと
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も、複合課題、全世代対応で、かつ一つの世帯の中にも様々な課題を抱

えていらっしゃる方もいらっしゃる訳ですけど、相談体制の構築という

ことなのか検討ということなのでしょうか。 

 

モデル的にもどこか１か所の圏域で実施するのか、検討のためだった

ら重点テーマで入れる必要はないのではないかと、こっちも控えめに

載っているのは若干気になりますが、現場としてはこの総合相談が極め

て重要になってくるという認識があるのですが。 

 

これは事務局にお答えいただいて、３年間検討するということなの

か、構築と書いていただいて検討とありますけど、検討から始まるとい

うことなのか、これはいかがなる感じなのでしょうか。 

 

非常に迷った所ではございまして、できるだけ何らかの形での構築と

言うのは考えている所ではございます。この計画の段階で、具体像が今

少し示せる段階では内部で検討した結果ではない所でして、市の方でも

これまで福祉総合窓口ということで、担当課レベルでそういう体制は

作って対応してきている所もあるのですが、それが全市的に地域包括支

援センターさんとかそういう所を含めてという所では、まだ正直姿が描

けていないという所がございまして、少し表現としてはトーンダウンし

てしまったというのが実情ではございました。ただ、何らかの形でこの

３年間の中でどこまで進めるか分かりませんが、手を付けていきたいと

いうのはあります。 

 

これは地域包括の立場で川尻さんいかがでしょうか。 

 

検討と言われてしまいますと、まだやっていないのかなと思われてし

まう感じが少し現場としてはあります。体制としてはきちんとないのか

もしれないのですけれども、私たち実際いろいろなご家庭の相談、高齢

者の相談とはいえ、そこに不随してくるご家族の相談も日々受けていま

すので、障害の方の窓口と連携を取ったりということは、私たちの方で

は日々やっていることですので、それをまた一から作りだすのか、今私

たちがやっている物を少し形を変えて構築としていくのか、という所で

考えますと、検討から始められてしまうと、何となくショックかなとい
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うのがありますけれども。 

 

現状でも、少なくとも地域包括支援センターの皆さんが、高齢者を含

める世帯全体の支援をしていらっしゃいますので、面でいろいろ関係機

関、生活困窮とか子どもから障害者年齢を問わず、社会経済的な理由の

方々もと含めてくると体制の充実だったらまだわかるかもしれないです

けど、検討はもうやっているという感じがします。他の皆様も今多くの

他の自治体と同じように様々な相談の機関がこの吉川市にも高齢者を中

心とする包括支援センター、障害や子ども、難病など、生活困窮などい

ろいろと窓口がある状態だと思いますけれども、利用者側の立場からで

も、あるいは関係機関として連携しておられる方々もいらっしゃると思

いますけれども、書きぶりなり、そもそも方向性なり、ご意見があれば

いかがでしょうか。 

 

私が言ったのは現在の地域包括がどうのとか、そういうことではな

く、子どもとか障害など、貧乏の問題など、それをワンストップでそこ

で受けて、それである程度フィルターをかけて、その後専門的に関わる

人を作っていく、ワンストップのその受皿みたいなものを、多分、今後

充実させていかないと、複雑化する社会の中で対応しきれていかないの

ではないかなという実感がありますので、そういった意味で総合相談は

結構重要な感じがしたのですけれども、ですから、もしそれに重点テー

マとして取り組んで行くという意味だと思ってしまいましたので、もし

それに取り組んで行くのであれば、それを検討するのが３年間かかって

しまうのかというような、表現はどうでもいいのですけれども、充実で

も、検討でも、構築でも、結局３年間何もやらないのかみたいな、それ

が、どうなのでしょうかと。 

 

これは多分、一委員としての意見なのですけれども、初回にも申し上

げたような気がするのですが、まだ、ないものであれば、ぜひとも次の

３年間でできていないとまずい状態かなという感じがありまして、今の

それぞれ、各機関がやってらっしゃらないということではなくて、総合

相談窓口があって、そこから振り分けるというようなことなり、より、

そのためにはネットワークを作っておく必要があると思うのですけど、

いずれにしても検討ではまずいのではないかなという感じがします。 
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躊躇される理由も分かりますが、ちゃんと構築なり充実なりと言う言

葉で書いて、１年間ちゃんと検討してその次の１年間でちゃんとやって

みて、最後の１年間で具体的に実施してみて、そういうことをやれば、

いいのではないかなと思うのですけれども。 

 

そもそも１年目に、社会経済的なこととか、いろいろな理由で相談

が、どのようなところに寄せられて行って、それぞれどのような状況に

あるのかと言うのを、調べてみるみたいなところから次の方向性が見え

てくるのだと思うのですけれども、また、総合相談窓口を作るというこ

とが必要なのか、それとも、ここに明示されているような連携だけで済

むものなのか、連携が今十分に図れていないとすると、どこからどこま

でが今できていない所なのか、それを１年間くらいでやって、その次何

か考えてみたら、ありうるのではないかと思いますが。 

 

ワンストップのチャンネルで、というのはすごく共感するところです

けれども、例えば医療機関も、あるいは障害の所も、他の分野について

もいろいろと勉強をしていて、アドバイスができる、そのスキルを各所

が上げて行けば、面でとらえる方が現実的かなと言う、あと、行政の優

しさかどうか分かりませんが、今でも包括さんいっぱいいっぱいで少な

い人数でやっている中で、その上あの相談もこの相談もよろしくと言わ

れてできるのかなと言う所が、募集してもなかなか集まらないというこ

とで、だからちょっと優しく言っている感じがという所もありますけれ

ども、大変な業務になるかと思いますので、内科の診療所みたいに、総

合診療科みたいにとりあえず総合診療科ではないのですけれども、とり

あえず行ってみて、自分の得意な所は見る、そうではない所はここに

行ったら見てもらえるよと振り分け機能、みたいな感じの、それぞれが

研修して頑張っていけばそれで行けるのではないかと。 

 

ありがとうございました。それでいかがでしょうか。 

 

三年間をかけて検討と言う所では、まず、考えてはいませんでしたの

で、吉川市の現状としてどういう体制であれば、こういう総合相談体制

ができるのかという所を検討して、形がどういう物になるか分からない
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のですけれども、その辺は早期に取り組んで行きたいという思いはあり

ます。上位計画になる地域福祉計画との兼ね合い等も出てくるかと思い

ますので、その辺も踏まえてこの書き方については少し検討させていた

だければと思います。 

 

ワンストップを追加する事ありきということは全然なくて、今、相羽

委員がおっしゃったように、それぞれがもっと相互に学びあうという所

で、スクリーニングができるようにするという、より効率的に効果的に

できる体制を選んでいる所もあるかと思いますので、プラスアルファで

そこに、なんらか他との連携を、地域福祉計画との整合性を持ちなが

ら、しかし、この重点テーマとして挙げるのであればこの検討と言う形

でない形で少し書き込んでいただけるとですね。それ以外の所で皆さ

ん、この基本目標と重点テーマの柱建て、いかがでしょうか。 

 

重点テーマ２の共生型就労活動の機会作りと書いてあるのですけれど

も、今、介護保険の中で高齢者の就労はメニューにないと思うのですけ

ど、事務局としてはどういう物をイメージなさっているのでしょうか。 

 

農業などの生産活動を通じてと書いてくださっていますが、具体的な

何か現段階でこの３年間、目玉として考えてられる活動なり、計画みた

いなことがおありだったらご紹介いただけますでしょうか。 

 

介護予防の取組として一つ、高齢者の方、特に農業などに関心が高い

方が多くいらっしゃるという所もございまして、また、吉川市の特徴と

して、なまずやネギ、米、そういった農産物と言うのも、一つ吉川の売

りとしてあるような所がございます。そういった中で共生型という所で

高齢者だけでなく障害者、また一般の方含めて一緒にこういう農業など

を通じて活動する中で、高齢者としては介護予防、またはたとえ要介護

認定、要支援認定を受けた方でも、できる作業というのはあろうかと思

います。そういった部分で役割を持って地域の中で活動していく、そう

いった形の生きがい作りができればということで考えている所でござい

ます。具体的な物と言うのも正直これから検討を進めて行くという所は

ありますが、そういった形で、特に農業と何か関連した、高齢者の介護

予防、生きがい作り、そういった所に取り組みができればと言う風に考
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えています。 

 

非常に重要だと思うのですけれども、重要だなと思っています。 

 

これは、最初に委員がおっしゃったように、現状ではなかなか、年代

が若い層はですけれども、介護保険を使うようになりますと、就労とい

うことが十分に続けられていないということが今回の調査で見えてきた

ところですが、介護保険の介護認定を受けた後も、ご本人が希望したら

社会に参加するとか、あるいは仕事の場を持つと言うようなことを、も

う実現し始めている所もあるのですけれども、地域で活躍するというの

は、最低賃金は上回れないということになっていますので、いろいろ

と、まだまだ課題がある、逆に言うと可能性がすごくある、ここから頑

張っていけば可能性があるという所があると思いますので、農業のみな

らず、様々な生産あるいは社会に参加、広い意味で働くということが実

現できるような形を作っていかれるのは非常に大きな意義があるなと言

う風に思います。それでは他にこの重点テーマだけでなく、全体の基本

目標３つ、その中に施策の方向性も整理してくださっていますので、そ

の全体を通じてということでご意見をいただければと思います。 

 

重点テーマの３のところですが、私の知り合いで相談に来られている

方がいまして、この相談の中身を見ますと、人生いろいろな自分の子ど

ものこととか、相続の問題とか、健康の問題も兼ねてきて、そうすると

この課だけでは処理しきれない、相談を見ますと複合課題に対応する相

談ということになりますと、すべていろいろなことが含まれてきてしま

うようなことになります。そこで解決するとなると、この課を超えたも

のがいろいろな相談業務がありますけれども、それらを縦割りでなくて

一括した何かを構築する相談が、今回のこのテーマとは別にして感じて

いる所ではあります。いろいろな問題が絡んでいまして、税の問題もそ

うですけれども、そうなるとなかなか自分でも簡単に応じられない面が

あるのですが、でも何とかしてあげたいというのもありますし、心の中

で後見制度とかいろいろありましたものですから、それらを含めて気に

なってはいます。 

 

必ずしも介護とか医療とか、健康周りだけでなくて、お金のこととか
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堀田会長 

 

 

 

 

 

家のこととか仕事のこととかいろいろあるということですね。 

 

このテーマから飛び超えた話になってしまうかもしれませんけど、 

 

３番を考えていく上でということですよね。事務局への期待が高いと

いうか宿題が増えていく感じですけれども、みなさまお気づきの点、こ

こは重要だ、賛成という所でも、もう少しこれはこうやって修正しては

いかがかということでも結構ですが、村岡委員いかがでしょうか。 

 

認知症の面がすごく心配というのがありますので、本当に認知症の人

が一人で歩いていてもお家に帰れるとか、そういった部分があるとよい

です。 

 

認知症のことというのは、資料の１だと何ページあたりになるので

しょうか。 

 

68、69 ページくらいですね。 

 

この辺は既に今もやっていることを充実すると言うような感じです

か。新たにやりますということがもしあるのであればご紹介いただけた

らと思うのですが。 

 

認知症のサポーターを、初期のころ取ったのですけれども、その後生

かす機会がどこにもないです。キャラバンメイトに入らないとできない

のかよく分からないのですけど、キャラバンメイトの方と十年くらい前

に話したときには、子どもたちにやりたいのだという話をされていて、

何かできればいいなというあれは結局できないまま終わってしまったと

いうことで、 今は障害者の方ですとかやってくださって。 

 

68 ページの下の方は養成します、開催します、なのですが、開催して

養成されてもアクションにつながっていないのではないかということで

すよね。ここに書いてしまうとやらないといけないという、すくんでし

まう所かもしれませんが、国全体としても、サポーター養成って何万人

何百万人といっている訳ですけれども、十分活躍できていないのではな
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いかという現状を調べてみようみたいな調査研究を今年度も昨年度も

やっていたりするのですけれども、吉川市の中で、今までも養成されて

いて、更にご活躍いただけるためには、どのような機会があれば、ある

いは他の取り組みと結び付けていけばいいかもしれませんね。もしかす

ると養成します開催します、のところに、なった後に活躍いただける環

境をということを一文足していただいて、具体的に何をするかは３年間

中で１年目に考えていただくとかでもいいかもしれないのですけれど

も、こんなこともあんなことも書き込みすぎだと思われるかもしれませ

んが、少しご検討いただけるといいかもしれませんね。 

 

重点テーマは必要なのですか。必要だから書いてあるのでしょうけれ

ども、特に市長などは市民劇団などの芸術活動を力を入れたいといった

ご意見もあるのではないかと思うのですが、その辺はこういう作りの中

でどういう様な位置づけを考えてらっしゃるのでしょうか。 

 

この重点テーマをと言うのは、初回、２回目を通じて、この目標、案

を出され、調査結果を紹介しているときに、後ろにいっぱい並んでいる

と、結局何をやればいいか分からなくて、まずこのような物を全部読む

人はいないでしょうから、そうすると次の３年間は何をやるのでしょう

と、ぱっと分かるということが一つでも二つでもあった方がいいのでは

ないかというようなことを、この会議でも意見があったりして、それで

ご検討くださったという経緯だったかと思います。芸術活動に対するこ

この吉川市での意味合いは後でご回答いただければと思いますが、これ

は一般論として申し上げると、劇団なり、演劇なり、みたいな芸術ある

いはアートみたいなこととこういった健康づくりということを計画上結

び付ける自治体というのが次第に出てきていて、いろいろとエビデンス

が背景にはあって、例えば、こういう演劇とか芸術活動みたいなものは

一人ではできない訳ですよね。この地域の理想像の中にもつながりとあ

りますけれども、人との交流の頻度がどうかということと、その人の健

康の状況とか、あるいは地域の健康状態とかなり関係がありますよね。

ということが明らかになってきます。あるいはこの演劇、芸術もそうだ

と思うのですけれども、笑いがあるかどうか、ということと、脳卒中の

リスクとか、認知症リスクとかも世界的に関係があると言われていたり

して、認知症予防とか、介護予防とか、健康作りは直接謳ってやる方の
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仕組みもありなのですけれども、そうは言わずに、何か知らないうちに

そのつながっていくとか、何か知らないうちに笑っていけるみたいな、

こちらをやることで直接それを通じて健康とか言わないのですけれど

も、結果的に健康になる、ということが埋め込むように各自治体という

か世界的になりつつあるという背景はあります。なぜここに芸術活動が

でてきたかっていいますと、あるいは吉川市における市民劇団の位置づ

けみたいなことはお話があればお願いします。 

 

吉川市は埼玉県と３年かけて連携を深めてきていて、その中で特に埼

玉芸術劇場の先生がやっていたゴールドシアターという高齢者で素人の

演劇集団というのがあるのです。それで、僕は県会議員時代からそこに

注目していて、吉川でもぜひそれをやらせてほしいということで３年か

けて、ワークショップ、練習をしたり、劇場に行っていろいろな役者さ

んと交流をしたりとやってきました。今年の８月に初めて中央公民館で

その劇の発表があったのですね、僕はずーっと練習から見ていて、終

わった後にもインタビューをして、そうすると今まで自分の名前を呼ば

れる生活をしたことがなかった。名前を呼ばれない、あるいは夫婦の中

でも共通の話題がなかったのですけれども、夫婦で参加されたので

ずーっと劇の練習をしていてずーっと夫婦で一緒にいた、あるいは

ちょっと引きこもりの生活をしていた青年がこれをたまたま申し込んだ

ことによって、社会復帰のきっかけとなって、いまいろいろな市のイベ

ントのお手伝いに来てくれたりするのですね、もちろんそういう高齢者

の健康という部分とか社会参加というのをにらんでやっていたのですけ

ど、うちは全ての世代をＯＫにしようと言う形で始めていますので、そ

の中で世代間交流もありますし、今言ったような、個人個人の課題が演

劇を通して解決ができます。そして、演劇と言うのは、歌もあれば踊り

もあって、バックに絵も必要ですし、音楽も必要ですし、結構総合芸術

なのでいろいろな人が関われる可能性があって、決して舞台に立ってい

る役者さんだけではありませんので、これを見たときにこれをもっと総

合政策的に文化芸術だけととらえるのではなくて、高齢者の認知症の予

防であったり、子どもたちの引きこもりの支援であったり、そういった

所に使っていけないかなということを今考えていて、文化振興課と言う

のをどこかに作ってですね、横串を刺すような芸術、文化の展開を図り

たいということを先生などに説明させていただいて、ぜひ、この中に取
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り入れていく、そうなるとあまり健康に意識が高くなくても、その楽し

そうとか、面白そうという所から入ってきて気付くときずなが生まれて

いたり、自分の健康が維持されているという状況ができるのではないか

という方向性を探りたいと思います。 

 

是非やっていただきたいです 

 

戸張委員いかがでしょうか。 

 

特に意見はありません。 

 

人生の最後を迎えたい場所を自宅と回答される方の割合が多いと書い

てありますが、何の制約もなく条件もなく出すと８割くらいが家で死に

たいと答えているという、その中で６割ということですので、自分たち

の体制がまだまだ不十分だなと反省する部分もありますし、現実無理だ

よねと思っていらっしゃる市民の方、あるいは中央病院に緩和ケア病棟

などがあって、そこに行ってみたいなと思われる方が多い、ちょっとど

ういう背景があって、そういう結果がでているか分からないのですが、

他と比べて高いという訳ではないなという印象を持ちました。この３

ページ目の基本目標３の後半、介護保険制度をちゃんと持続させていか

なければというのを目標にされていて、その施策としてどれがあてはま

るのかなと考えたとき、状態像に合わせた介護サービス提供という所が

それに当てはまるかもしれないのですけれども、持続性と言うキーワー

ドを持ってきて、それに対応する具体的な取り組みとしてはどういうも

のがあるのか教えてください。 

 

事務局、ご質問に回答をお願いします。介護保険制度の持続可能性を

高めるというのはどれが当てはまるかは。なかなか難しいですが。 

 

介護保険制度の持続性を高める取り組みという所では、この概要の資

料の最後のページの右側の施策の方向性の中になっている部分ですけれ

ども、こちらの中で適切なサービスを提供することで介護予防とか重度

化防止を図っていく、そのために必要な介護サービスをまずは確保して

いく、整備していくという所がひとつとしてあろうかと思います。ま
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た、その中で施策の６の中でも、サービスの質の向上ということを上げ

させていただいておりますが、市だけではなく、介護保険に関わる事業

所の方々、また、市民の方と言うのも含まれてくるのかなとは思うので

すが、みなさん同じ、介護予防、重度化防止そういう所を共通的にもっ

て取り組んでいく、そういった所の取り組みという所は結果として介護

保険制度の持続性につながっていく、そういったところで考えている所

ではございます。介護を受けない状態の方が幸せだという所は本来的に

は皆さんお思いの所だとは思いますので、そこを手助けをすることがで

きれば結果として介護保険制度の持続性が高まっていくのかなという所

で考えている所でございますので、そういった所を考えている所ではご

ざいます。そのような中で今まで市としましても、介護保険制度と言う

のがどういう物なのかというような方、事を市民の方へ十分に伝えきれ

ていないと感じておりますので、そういった取り組みですとか、サービ

スの質の向上という所もこれまでなかなか取り組めていなかった部分も

ございますので、そういう所を中心にこれから取り組んでいきたいとい

うふうに考えています。 

 

これは、基本目標３の今の持続性を高めるという所は、今、まだ、精

査中となっている部分が結構ある、７８ページ以降の第７章の、つまり

今後どういう体制で、今後の介護ニーズに対応していくのか、どういう

サービスを整えていき、あるいは介護保険サービスではなくて、新しい

総合事業の基盤作りの方かもしれないのですけれども、どんな体制で、

需要に対応していくのかということにも関係していると思うのですけれ

ども、精査はこれからとして、今後の提供体制の特徴として介護保険制

度の持続性を高める、ということへの対応を語るのであれば、何らか

おっしゃることはありますか。 

 

現状として、サービスの提供がない物としましては、小規模多機能と

言うのはあります。そこについては、住み慣れた自宅で暮らし続けると

いう所を支援するために必要なサービスと考えておりますので、この辺

は確保していきたいという所では考えている所でございます。 

 

この計画の発想ですと、まずはできる限り年齢、障害、疾病の有無や

違いに関わらずご活躍いただける地域を作っていこうということが結構
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飯田副会長 

 

大きく介護保険への負担を減らしていこうという物として、前面に出て

いるということになりますよね。でも、何らかその介護が必要となった

後の体制としては、地域密着型のとりわけ今ない小規模多機能を作って

いくというのが一つあるということですよね。それから、総合事業の基

盤作りみたいな所はさらっと書いてありますが、より専門職、事業者さ

んにということではない地域の中での支えあいみたいなようなことは、

これは７３ページの所は今固まっている物をより進めるという感じ。 

 

総合事業の基盤づくりですが、市の方でできていない、総合事業が期

待しているような多様な主体による部分というのができていないので、

そこをやっていきたいというような、さらっと書いてしまっているので

すが、そこを強化していきたいです。 

 

現状だと生活支援コーディネーターも。 

 

コーディネーター自体は今市の職員が、いうような位置づけです。協

議体もございます 

 

在宅医療という意味では、新規も結構書かれていますよね。全国的に

も１万人当たりがすごく少なかったりあるのですけれども、それは何ら

か市として後押しすることはあるのですか。 

 

こちらにつきましては、やはりかかりつけ医の方がそのまま訪問診療

や往診ということに対応していただける体制と言うのが理想なのかなと

いう所で、感じている所でございます。医師会さんとご協力をいただい

て、まず市民の方も、何かあれば入院というような意識がまだ高いと言

うような所も感じますので、そういった所は市民の方への制度と言いま

すか、そういう在宅医療ですとか、人生最後の段階をどう迎えるのか、

そういう所を考えていただくという所から理解の促進をしていきたいで

す。合わせてそういった在宅医療に取り組んでいただける、環境作りと

言うのも医師会さんにもご協力をいただきながら進めていければという

ふうに考えている所でございます。 

 

今事務局から説明がありましたが、かなり大事な所なので指摘と思う
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のですが、特別悪意がある訳ではないのですが、介護を受けない状態が

しあわせだと言うような今ご説明があったかと思うのですが、それは根

本に関わる話ですので、要は介護を受ける状態になったとしても、いか

に幸福感というか、幸せであるというか、そういうふうな実感が持てて

最後死ねるかということが重要で、介護は必ずみんなが受けるものです

から、それを前提に介護保険事業計画と言うのもあるはずですので、そ

こは事務局も認識しておかないとまずいのではないかなと思います。そ

れこそ、幸福実感の実現と言うのは介護を受ける状態になったとして

も、それは実現していかなくてはいけない像であると認識していますの

で。 

 

できる限りご活躍、介護が必要となったとしても幸せを実感できる、

そのときの状況に応じた形でも、ご本人が望んだら参加ができるという

ような感じですね。介護を受けないようにして、受けたらもうおしまい

というようなことではないということですね。 

 

ほとんどの方が介護は受けますので、介護を受けることが悪いことだ

とか、幸せではないというような前提を事務局側がどこかでお持ちだと

しますと、それは非常にまずいのではないかと言うことです。 

 

それは認知症も同じですね、この予防早期発見となっていますが、認

知症もほとんどなっていくので８５歳以上になるととても出現率が高ま

りますので、皆様一通り何らか発言していただいていると思いますが、

全体を通じて、もう一度基本理念など、目指すべき方向性、理想像の所

に戻っていただいても結構ですが目標、施策の方向性、あるいはもっと

細かい資料１の方の文言をご覧いただいている方々はそれに対するご指

摘でも結構ですので、言い残したことがおありであればお願いします。 

 

理想像のところの文言ですが、地域に集うつながりを大切にしている

のかなと思うのですが、文章として高齢者が地域に深い愛着を持つと

か、こういう形での方がいいかなと思います。 

 

今のままですと若干日本語としてのすわりが悪い感じがあるというこ

とですね。愛着を持ち、を前に出したらいかがかということですね。 
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文章の中に将来人口の表がありますね。平成３２年の人口が減ってし

まいます。 

 

今回、人口の欄に入れていた人数なのですけれども、国の方では平成

２７年度の国勢調査と２２年度の国勢調査を比較して、そのまま伸ばし

ていくとどうなるかということで全国的にはそういう推計をされている

所です。その状況が吉川市の現状と今ちょっと合っていない所はござい

ますので、今後、この辺についてはもう一度見直しをして、吉川の現状

に合わせた、既に３２年の人口で今の人口を下回ってしまっていますの

で、現状に合わせた形に修正させていただければと思います。 

 

もともとの区割りが分かりません。中学校が新しくできるのはいつに

なりますか。 

 

平成 32 年度の４月になります。 

 

それは考えていきません。中学校区ごとに一つというふうに考えるの

であればもう４つ目が必要になりますし、そもそもの区割りが中学校区

ではないですよね。人口のバランスをみてこうなっているのかなとは思

いますが。その辺も考える必要がある、常に考えてらっしゃると思うの

ですが。 

 

新しい中学校が平成 32 年度に開校するという所で、南地区になって

くるのですが、こちらの地区につきました、現状で高齢化率が一桁とい

うことで、高齢者数が少ないという所で、現状ではそのエリアをもって

一つの日常生活圏域にするまではないのかなと考えているところでござ

います。また、今の日常生活圏域につきましては、以前見直しをした際

に高齢者数をある程度均等にするという観点から今の圏域になっている

所はございます。理想とすればやはり中学校圏域ということに落とし込

めればいいのかなと言う風に考えているところではございますが、今回

の計画では現行の日常生活圏域のままでいければと言う風に考えており

ます。 
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他にいかがでしょうか。 

 

介護を受けることが悪だということではないと思うのですが、ただ、

私たちが現場にいますと、もっとサービスを受けたいという方もとても

多いのです。そういう方へのマネージメント力というのが私たちには求

められてくるとは思うのですけれども、その中で高齢者に対しても自

立、介護保険が使えればいいという物ではないよと言うような、そうい

うお伝えもやっぱりしっかりこの中でも入れて行っていただきたいと思

います。こういうサービスがありますよとお伝えしていくことももちろ

んなのですけれども、自立した生活というのはこういうことだよねと考

えていくきっかけもしっかりと持って行っていただきたいなと思いま

す。あと認知症に関してもありましたけれども、キッズサポーターとい

うのを私初めて聞いたのですけれども、サポーター養成講座を受けた方

のフォローアップと言うのも何度かしてはいます。それを今後フォロー

アップしていった方についてどうするかという所を、やはり総合事業の

新しい所に入っていただけるような仕組み作り、それぞれがいいものが

できているとは思うのですが、そこの施策の中のつながりも大変重要な

のかなというふうに思います。 

 

介護を受けるのが当然になってきているとはいえ、何でもくれくれで

はいけないというようなことも、重要ということとこの全体の構造を特

に認知症、キッズサポーターやサポーターさんが新しい総合事業がまだ

まだこれからということで担い手として活躍いただけるような、みたい

な物も例として挙げていただきたいということかと思います。 

 

先ほど介護保険の成り立ちみたいなものを勉強し、というような意見

がありましたが、医療保険についても是非勉強していただいてみんなで

お金を出し合って作っているシステムだということを知ってもらいたい

です。それとつながって、前回お休みしてしまって、どういう議論が

あったのか分からないのですが、地域の理想像の所に、学んでそれを高

齢者の方が自分で選択するという文言があるといいなと思って。どこで

死ぬかとか、介護保険どう使うか、医療保険どうなのかと知った上でど

れが自分に合っているかを選択していく社会、のような感じで入れてい
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ただければと。 

 

自己決定、自己選択みたいな感じでしょうか。ちょっと悩みそうです

けれども、医療、介護のみならずですよね。どこでどのように暮らして

いくかということですよね。 

これは一通りお聞きして、あとは事務局引取りでよろしいのか、例え

ば理想像に掛かる所だけはもう少し決着をつけてほしいとかというのが

あればそこで深めますが。 

 

高齢者という文言の部分と、自己決定と言う部分、その辺がどこかに

読み込めるような形がとれるかどうかという所をご意見いただきたいで

す。その後はこちらで検討させていただければと思います。 

 

自己決定するということは、いろいろなことを知らなければいけない

と思うのです。それがあってと言う形になるかなと思いますが、その辺

がいかがなものかなと言う風に思います。また別のこととして、先ほど

事務局の方からのご説明の中に介護保険制度も改めて知らせるというお

話があったかと思いますけれども、介護保険を使っている使わないとい

う以前に介護保険制度を知らない方がまだまだたくさんいる現状と、そ

れから資料を読んで思ったことなのですけれども、相談をだれにするの

かというのが資料の中にあるかと思うのですけれども、その中で地域包

括支援センターが１５．２％ですか、知られていないというあたりも含

めて、まだいろいろなことを市民は知らなければ自己決定に行かないの

ではないのかなと考えます。その中に含まれるかもしれないのですけれ

ども、在宅療養支援センターが先ほど先生がおっしゃった、１万人に対

して低いというのは、看取りとか、かかりつけ医、在宅医も含めて市民

の健康に非常に影響するだろうにと思いますし、更に在宅療養支援診療

所がどこなのかと言うのが私は分かりませんので、そういう情報の公開

も、将来に向かってやっぱり知っておきたいと言うこともあります。 

 

在宅医療や人生の最終段階、自己決定みたいなことだと７２、７３

ページに入っていますが、しかし、それだけではなくて、そもそも介護

保険のこと、あるいは地域包括支援センターのこと、みたいなこともど

うやって調べていくのかということですよね。知ることができないとい
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相羽委員 

 

うことですよね、これは先ほどの川尻委員のご指摘にもありましたが、

介護保険等は、そこで受けられるサービスが何かあったら相談窓口みた

いなことを知らせますということは当たり前のことではありますが、当

たり前のことだから書かれていません。 

 

75 ページのところですが、介護保険制度の理解、促進という所で、ず

らずらと書かせていただいてはいるのですが、ちょっと具体性は書けて

いないという所です。 

 

他にいかがでしょうか 

 

２３ページの人口１万人あたりの在宅療養支援診療所の数が少ない、

というところですが、７万人だから吉川で２か所ということなのです

が、吉川でそれだけ必要なのかということとそれは別として、それ以外

に在宅支援診療所で看取っている数と、そうではなくて、普通のかかり

つけの先生が夜中に呼ばれて看取っている人の方が実は多いのですよ。

そういうデータもあります。一応補足として。 

 

それは先ほど事務局も回答くださった、この数を増やすというより

も、しっかりとかかりつけの先生を持って、かかりつけの先生が何か

あったら訪問してくださるようにというようなことで、医師会でもやっ

てらっしゃるということなのですね。必ずしもこの数を増やそうという

ことを前面に出すというよりも、実質的には在宅療養支援をとっている

かどうかわかりませんけど、先生がおっしゃってくださったような、最

後まで希望したら見てくださるという先生が増えていき、住人もそうい

う先生に出会えているようにということを進めていくということですよ

ね。でもそれすら分からないということですよね。在宅療養支援を取っ

ていようと取っていまいと、この先生は望んだら最後まで見てくれるの

かどうかということも、一般の市民にはなかなか分からないということ

ですか。 

 

聞くことはできるのでしょうか。 

 

聞くことはできますし、ここに行ったら教えてくれるのじゃない、そ
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ういうネットワークはあると思いますし、その前に逆に自分はどこで死

のうかなという所まで考えていらっしゃる方がどこまでいるかというこ

とですね。 

 

相羽先生に往診に行ってもらえるのですよね、という相談があるので

すけれども、ちょっと一線は画していますけれども、他の区が相談に

行ってくださいとお答えはしているのですね。先生がどれくらい行かれ

るか分からないですし、その部分は私たちを通さないで、という所で一

線を引いているのですが、他の先生とか、まずはかかりつけの先生にお

聞きしますので、ちょっと聞いてみてくださいとかっていう風にお伝え

しています。訪問診療で、看護師さんが行ってくださるともっといいか

なと思います。病院ならぬ、看護と言うのが増えるとすごくいいかな

と。 

 

他にいかがでしょうか。先ほどの理想像の自己決定、自己選択、自己

決定以外の所でも結構ですし、全体を通じてでも結構ですが。あるいは

事務局から何らかこの点は確認しておきたいということがあれば出して

いただければ。 

 

理想像の部分ということで今事務局の方でもちょっと悩む所はありま

すので、事務局の方で検討させていただいて、どのような理想像として

文言にするかと言う部分ついては、恐れ入りますが、事務局と会長との

方でお願いできればと思います。 

 

委員の皆様からも知る、学ぶ、そして選ぶ、決めるみたいなことを、

それから言い回しとしても愛着を前に持ってきてはどうかとか、という

ことも出てきていたところですので、全部入れると大変なことになると

思いますが少しご検討いただいて、後はお任せいただくということでど

うでしょう。それ以外の所、今日も全体としてまず、重点テーマを置く

意味は確認させていただいて、１の健康生きがい作り、市民劇団の吉川

での意味合いの確認があって、２番目重要だねと、それから３番目、現

状を踏まえて検討でいいのかどうか、そのときには縦割りでなかなかう

まくいかないような様々な相談を持ち込まれているということも踏まえ

て、ここを検討すべきではないかとご意見が出た所です。更に中身の方
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で認知症に関してはサポートはそろっているけれども、アクションにつ

ながっていないのではないかとか、育った方々が総合事業の担い手とし

て活躍するみたいな、この施策間のつながりということも意識していく

必要があるのではないか、それからこの持続可能性ということにも関連

しても介護保険制度、あるいは地域包括支援センターとか、あるものの

周知それからどのように使いながらも生き生きと暮らしていくことがで

きるのか、だから権利を知ってある物を知っていただくと同時にそれを

使いながらも望んだら参加していけるという環境を作っていけるという

道筋もしっかり示していくということの重要性も言われた所だったと思

います。ということで今日皆様からいただいたご意見に基づいて若干の

修正をしていただければと思いますが、よろしいでしょうか。ではその

他ということで何かございますか。 

 

 

３ その他 

 

（今後のスケジュール説明） 

 

４ 閉会 

 

長時間にわたりまして、いろいろなご意見をいただき、ありがとうご

ざいました。本日の推進協議会をこれで終了とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

（閉会） 

 

 以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

   平成２９年１２月２６日 

 

 

署名委員 中里繁守     署名委員 近江谷キヌ子 

 


